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前 文 

 

１ 基本方針策定の趣旨 

  本県の振興山村*
1の振興については、山村振興法（昭和４０年５月１１日法律第６４号。以

下「法」という。）制定以来、第一期対策（昭和４０～４７年）、第二期対策（昭和４７～５

４年）、第三期対策（昭和５４～平成２年）、第四期対策（平成３～１０年）、第五期対策（平

成１１～１６年）及び第六期対策（平成１７年～２７年）により、交通、通信、産業基盤、生

活環境基盤、国土保全等各般の対策を総合的かつ計画的に実施してきたところである。 

  その結果、振興山村においては産業基盤や生活環境の整備が進んでおり、山村振興対策は着

実にその成果を挙げてきている。 

  しかしながら、振興山村においては、なお他地域との格差が存在しており、特に生活排水処

理施設、医療、教育関連施設等の分野において顕著であることに加え、若年層を中心とする人

口の流出と高齢化が依然として進行しており、振興山村の活力低下とともに、担い手不足によ

り国土・自然環境の保全等山村が担っている重要な役割の発揮が危惧される状況となっている。 

  さらに、少子・高齢化や技術革新をはじめとする時代の大きくかつ速い転換期を迎える中、

振興山村が恵まれた自然、それぞれの山村固有の歴史、文化、伝統、ゆとりある居住環境など

の特性を活かし、自ら考え、自ら実行する「地域の自立」により、各種振興施策に取組んでい

くことが求められている。 

 このような状況のもと、山村振興法に基づき本県における振興山村の振興に関する基本方針

を策定し、今後の基本的指針とするものである。 

 

２ 基本方針の性格 

 山村振興基本方針（以下「基本方針」という。）は、県内１６市町村の振興山村を対象に、

今後おおむね１０年間を目標とする基本的方向を明らかにしたものであり、各振興山村の山村

振興計画策定に係る施策推進に当たっての方針を示したものである。 

 ここに盛り込まれた施策の内容については、今後の振興山村の実情の変化に応じて弾力的に

運用されるべきものである。 

  また、この基本方針中、現状分析等で使用した数値の大半は、平成２２年国勢調査をベース

に県が関係市町村あてに照会した「山村振興基礎調査*２」の数値を集計したものであり、その

集計結果は巻末に附属資料として掲載した。 
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 なお、県内の振興山村市町村*３は、県内４２市町村のうち下記の１６市町村（うち一部山村

１４市町）である。（平成２７年４月１日現在） 

 

  ア 岐阜圏域：＜山県市の一部、本巣市の一部＞ 

  イ 西濃圏域：＜大垣市の一部、関ケ原町の一部、揖斐川町の一部＞ 

   ウ 中濃圏域：＜関市の一部、郡上市の一部、七宗町の一部、八百津町の一部、白川町、 

        東白川村＞ 

   エ 東濃圏域：＜中津川市の一部、恵那市の一部＞ 

   オ 飛騨圏域：＜高山市の一部、飛騨市の一部、下呂市の一部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1振興山村：山村振興法における山村の定義。林野率、人口密度等により昭和２５年２月１日現在の市町村の枠組みで  

      エリア指定されている。 

*2山村振興基礎調査：県独自調査。 

*3振興山村の記述については、原則次のように表現し区別した。 

           振興山村       ： 「振興山村のエリア」について指す。 

           振興山村市町村 ： 「振興山村を含む市町村全体」について指す。 
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第１ 地域の概況 

 

１ 地 理 

 当県において法に基づき指定されている振興山村は、１６市町村（うち一部山村が１４市町、

昭和２５年２月１日における区域で９５市町村）であり、その平成２２年の人口は、１７５，

５６２人、面積で７１２，２３２ｈａとなっており、これは県人口の８．４％、県面積の６７．

１％に当たる。 

  本県の振興山村は、豪雪地帯、過疎地域など他の地域指定を受けているところが多く、都市

部との地域間格差に加えて、さらに多くの不利的条件を併せ持っている。 

 また、地理的には県南部の平野部を除く県土の大半が振興山村であり、県内の５圏域全てに

振興山村が含まれている。各圏域の特徴は、次のとおりである。 

 

 (1)岐阜圏域：＜山県市の一部、本巣市の一部＞ 

         圏域の中心を長良川が流れる、県都岐阜市を中心とした、本県の政治、経済、文化 

     等の中核的機能を持つ地域である。 

         圏域内９市町のうち北部２市が振興山村市町村であり、振興山村の人口は圏域人口の 

０．９％、振興山村の面積は圏域面積の４７．９％を占めている。 

 

  (2)西濃圏域：＜大垣市の一部、関ケ原町の一部、揖斐川町の一部＞ 

         長良川、揖斐川等多くの一級河川が流れ、古くから水と関係が深い地域で大垣   

    市を中核とした地域である。 

         圏域内１１市町のうち北部及び西部の３市町が振興山村市町村であり、振興山村の人 

口は圏域人口の２．９％、振興山村の面積は圏域面積の３９．１％を占めている。 

 

  (3)中濃圏域：＜関市の一部、郡上市の一部、七宗町の一部、八百津町の一部、白川町、東 

       白川村＞ 

         圏域北部の豊かな自然や冬期の積雪、伝統文化などを活用した交流産業、南部の関 

    の刃物、美濃和紙などの伝統産業などが特徴的な地域である。 

         圏域内１３市町村のうち北部及び東部の６市町村が振興山村市町村であり、振興山村 

の人口は圏域人口の１５．９％、振興山村の面積は圏域面積の７５．１％を占めている。 
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  (4)東濃圏域：＜中津川市の一部、恵那市の一部＞ 

        木曽川、付知川及び矢作川を中心に開け、国道１９号・２５７号、ＪＲ中央線を基 

    幹交通体系とした地域で、名古屋市に近いことからその影響を多く受けている。 

         圏域内５市のうち東部の２市が振興山村市町村であり、振興山村の人口は圏域人口の

１０．０％、振興山村の面積は圏域面積の５０．１％を占めている。 

 

  (5)飛騨圏域：＜高山市の一部、飛騨市の一部、下呂市の一部＞ 

 県土の北部地域に位置し県下振興山村面積の約４割を占める広大な地域であり、そ

のほとんどが山林で、その振興山村の全てが豪雪あるいは特別豪雪地帯の指定を受け

ている。 

         また、飛騨川と宮川が流れ、これに沿って国道４１号及びＪＲ高山線が走っており、 

    地域固有の歴史、優れた自然景観を活かした文化・産業並びに観光施設が多く存する。 

         圏域内４市村のうち白川村を除く３市が振興山村市町村であり、振興山村の人口は圏

域人口の３９．１％、振興山村の面積は圏域面積の８２．８％を占めている。 

 

２ 地 勢 

  本県は、国土のほぼ中央に位置し、全国でも数少ない海を持たない内陸県である。県北部の

飛騨圏域には、標高３，０００ｍ以上の中部山岳、飛騨裏木曽連峰及び白山連峰が連なる急峻

な山岳地帯があり、また、南部の西濃圏域には海抜０ｍの濃尾平野の水郷地帯と変化に富んだ

地形を有し、これを縫って木曽、長良、揖斐の三大河川と、そこに連なる多数の河川が流れて

いる。 

 県下振興山村は、南部の濃尾平野を除く山岳地帯のほぼ全域に及んでおり、多くの自然公園

指定区域となるなど、豊かな自然資源に恵まれている。 

 

３ 気象条件 

  県下振興山村の気象条件は、地形と同様に多様性に富んでおり、県南部の温暖な気候に対し、

北部の飛騨圏域では寒冷な気候で積雪も多くなっている。 

 

４ 人口の動向 

  県下振興山村の人口は、昭和４０年からの４５年間で２５６千人が１７５千人と３１．６％
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減少し、県全体に占める割合も８．４％と１割を切っている。 

  人口の年齢構成については、６５歳以上の高齢者が３３．７％を占め、県全体の２４．０％

を大きく上回っており高齢化の進行が著しい。また、０歳から１４歳の年少人口は１２．１％

と、県全体の１３．９％より低く、少子化の進行も著しい。 

 

５ 産業構造等 

（１）社会的条件 

   県下振興山村の道路整備は年々進んでおり、通勤圏や生活圏域の拡大をもたらしている 

 が、道路の改良や舗装の状況は、一部を除いて依然としてその他の地域と格差があり、一 

 般県道の改良率５６．９％（県全体７３．０％）、舗装率８４．３％（県全体９５．８％）、 

 また、市町村道の改良率４１．６％（県全体５３．８％）、舗装率６３．３％（県全体 

  ８１．５％）となっている。 

      さらに、県下振興山村における医療体制は、量的、質的な面において水準が低い地域が

依然として多く、住民の福祉、健康の維持増進の上で多くの課題を残している。 

 

（２）経済的条件 

 ア 土地利用 

      振興山村は一般に平地が少なく、急斜面の面積の割合が高い上に小集落が散在すると 

  いう特性を持っており、土地利用の上で制約が大きい。県下振興山村の総面積中８４．６ 

  ％が林野となっており、この割合は県全体と比較して５．３ポイント高くなっている。ま 

  た、耕地面積はわずかに１．４％と低く、その約７割が田となっている。耕地は河川に沿 

  って段丘状に利用されていることから、その他の地域に比べ、土地利用性、労働生産性が 

  低くなっている。 

 

  イ 労働力 

      県下振興山村の就業人口は９１千人で、県全体の１割を切っており、平成２年から平成

２２年までの２０年間に全県下で５．１％減少しているのに比して、１８．５％の大幅な

減少を示している。 
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 ウ 所得 

      県下振興山村市町村の所得水準を人口一人当たり市町村民所得で見ると、平成２２年度 

  で２，４７６千円であり、県平均の２，６５３千円との格差は金額で１７７千円、対比で 

  ９３．３％と振興山村の所得水準の低さがうかがえる。 

 

  エ 産業構成 

      県下振興山村における就業人口の産業構成を見ると、平成２２年の第一次産業の就業者 

  数は９千人（振興山村の就業者総数の９．８％）、第二次産業３２千人（同３５．５％）、  

第三次産業５０千人（同５４．４％）であり、県全体の第一次産業就業者数、３２千人（県

全体の就業者総数の３．１％）、第二次産業３３２千人（同３２．５％）、第三次産業６

２５千人（同６１．１％）と比べて、第一次産業及び第二次産業の割合が高くなっている。 

   また、振興山村について、平成１７年と比較すると、第一次産業が０．９ポイント、第

二次産業が２．７ポイント減少しているが、第三次産業は２．９ポイント上昇している。 

 

  オ 森林、農用地等の保全 

      県下振興山村は、県土の３分の２に当たる広大な面積を有し、その８割が林野で占めら 

 れていることから、国土及び自然環境の保全、水源のかん養、森林資源の培養など、県民 

 生活の上で果たす役割は大きい。 

   しかしながら、木材価格の低迷による収益性の低下等の理由により、林業生産活動が停 

 滞しており森林の管理水準が低下している。 

   また、耕地面積に占める耕作放棄地の割合は、県全体では９．５％に対し、振興山村で 

 は１６．５％と高くなっており憂慮される。 

 

 カ 生産活動 

    （ア）農業 

          県下振興山村の平成２２年における農家戸数は、１１，５７０戸で県全体の１６． 

    ３％を占めており、このうち専業が１４．９％、第一種兼業が６．５％、第二種兼業 

が６７．６％となっている。また、平成２年から平成２２年にかけて農業就業者数は

７６．９％減少している。  
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（イ）林業 

          県下振興山村の平成２２年における林野面積は６０２，７５７ｈａで、県全体の同 

    面積の７割以上を占めており、振興山村が豊富な森林資源を有していることがわかる。 

     しかし、県下振興山村の林業就業者は、平成１２年から平成２２年にかけて１７． 

６％減少している。 

    （ウ）水産業 

          本県は、全国でも数少ない海を持たない内陸県であることから、漁家は極めて少な 

    いが、主に、あゆ、にじます等淡水魚の養殖が行われている。県下振興山村の平成 

    ２２年の漁業就業者数は、１０２人となっている。 

    （エ）工業 

          県下振興山村に所在する平成２２年における事業所数は約６，３００で、平成１７ 

年と比較すると約１５％の減となっている。また、従業員数は約４３，６００人で約 

９％の減となっている。 

     県下振興山村の工業の振興は、就労の場の確保につながることから、若年層の定住 

    化のためにも、地域の特性を活かした地場産業の育成や新たな工業導入の促進などが 

課題である。 

    （オ）財政事情* 

        平成２２年の振興山村市町村の財政力指数は、平均で０．３１３（県平均０．４９

８）であり、財政力の脆弱な状態である。 

このうち、県平均を上回るのは、５４の旧町村中わずかに６町村であり、特に 

０．１００に満たない団体が１村あるなど極めて低い状態であり、振興山村におい 

ては地方交付税、国庫支出金、地方債等に大きく依存している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*（オ）財政事情に係るデータ：平成２２年での振興山村（５４旧町村）の状態を示したもの。 
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第２ 現状と課題 

 

１ 山村振興対策の成果 

  昭和４０年に制定された山村振興法に基づき、昭和４７年までに当時の５３町村の全部又は

一部の地域が振興山村として指定されたが、その後、現在までに第一期から第六期までの山村

振興計画が順次樹立されており、各般の事業が実施されている。 

 主な対策事業は、事業計画額ベースで農道、林道、ほ場整備などの産業基盤施策が３７．３

％を占め、次いで医療、生活上下水道の整備など社会・生活環境整備が１５．５％となってい

る。なお、平成１７年からはじまった第六期山村振興対策については事業実績総額で９７０億

円にものぼり、山村振興において同対策の果たしてきた役割は極めて大きい。 

 

（１）第一期山村振興対策 

  山村における産業及び生活基盤の整備が、その他の地域に比較して低位にある現状を踏まえ、

経済力と住民の福祉の向上、併せて地域格差の是正を図ることを目指し、振興山村の指定に伴

い昭和４０年から４７年にかけて順次第一期山村振興計画を樹立し、計画に基づき各種施策を

実施した。 

 

（２）第二期山村振興対策 

 第一期山村振興対策の成果を踏まえ、地域格差の是正対策の充実に加えて、緑地空間の利用

開発を主眼に、各振興山村の特性に応じた整備を長期的な観点から計画的、総合的に行い、農

林業などの振興による就業機会の増大、それによる所得の向上及び生活環境の整備を図ること

を目指し、昭和４７年から５４年にかけて財政事情等の理由により計画を樹立しない旧坂内村

以外の全ての振興山村市町村で第二期山村振興計画を樹立し、計画に基づき各種施策を実施し

た。 

 

（３）第三期山村振興対策 

 第二期山村振興対策までの実績を踏まえ、若者を中心とする定住条件の整備を目指し「活力

ある人づくりの推進」「個性ある村づくりの推進」「魅力ある環境づくりの推進」を基本的な

方針として、昭和５４年から６３年にかけて、七宗町、八百津町、旧福岡町、旧金山町の４町

を除く振興山村市町村で第三期山村振興計画を樹立し、計画に基づき各種施策を実施した。 
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（４）第四期山村振興対策 

 第三期山村振興対策までの実績を踏まえ、地域資源を有効に活用して経済の活性化を図り、

また、森林や農用地等の保全の推進を図ることにより、「安全でゆとりのある暮らしのできる

美しい山村づくり」を目指し、平成３年から１０年にかけて、関ケ原町、旧伊自良村、旧武儀

町、七宗町、八百津町、旧中津川市、旧恵那市、旧川上村、旧福岡町、旧上矢作町の１０市町

村を除く振興山村市町村で第四期山村振興計画を樹立し、計画に基づき各種施策を実施した。 

 

（５）第五期山村振興対策 

 これまでの山村振興計画の成果により、振興山村における産業基盤、生活基盤とも基礎的な

整備については着実に成果を挙げてきているものの、依然として都市との格差は解消されてい

ないこと、さらに振興山村における課題は、都市住民を含めた国民全体に係わる問題であると

の認識のもとで、他地域との連携の上、国民の多様な生活様式に対応できるよう「豊かな自然

環境とうるおいのある生活環境を有する活力ある山村社会の構築」を目指し、平成１１年から

１６年にかけて、２３の振興山村市町村で第五期山村振興計画を樹立し、計画に基づき各種施

策を実施した。 

 

（６）第六期山村振興対策 

五期にわたる山村振興計画により各種施策が実施されてきたところであるが、引き続き都市

との格差の解消と、森林等豊かな自然環境の保全のため、平成１７年から２７年にかけて、高

山市、揖斐川町の２市町を除く振興山村市町村で第六期山村振興計画を樹立し、計画に基づき

各種施策を実施した。 
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２ 今後の山村振興対策の課題 

 

（１）社会資本等の整備 

 これまでの５０年余りにわたる山村振興対策の積極的な推進により、道路、農林漁業等生産

基盤、治山治水施設、水道等の産業や生活の基盤整備は一定の成果を挙げてきており、振興山

村における住民生活の利便性の向上が図られている。 

 しかし、生活排水処理施設や市町村道等は、他地域との格差が依然として存在しており、こ

れら是正のための整備を進める必要がある。 

 

（２）情報通信基盤等の整備 

  岐阜情報スーパーハイウェイの整備や近年の著しい情報通信技術の進歩等により、振興山村 

においてもブロードバンド基盤の整備が進んでいるものの、人口や世帯数が少ないことから携

帯電話のサービスエリア外となっている地域もある状況となっている。そのため、地域間格差

の解消等に向けた情報通信基盤の整備を促進していく必要がある。 

 

（３）産業の振興 

 振興山村の活性化を図っていく上で最も重要な課題の一つが、就労の場の確保であり、特に

若年者の定住を進めていくための魅力ある就労の場が必要である。 

 このことは、新規学卒者の地域内就労の促進のみならず、ＵＩＪターンの推進にとっても重

要である。 

 振興山村においては、農林業が地域の重要な産業であるとともに、農林業の振興が産業振興

のみならず、国土の保全等公益的機能の発揮、さらには伝統的な美しい山村景観の維持形成を

図るという観点から活力ある農林業が安定的に営まれていくことが重要な課題となっている。

また、農林業への新規参入を促す施策を積極的に展開することも重要である。 

 また、振興山村には豊かな自然環境があり国立、国定公園をはじめ、県立自然公園の指定を

受けているほか、温泉、スキー場、木工などの地場産業、伝統文化といった貴重な観光資源に

も恵まれている。このような地域の個性を活かした内発型の産業振興によって所得の向上及び

雇用の確保を目指していくことも重要である。 
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（４）長寿高齢社会への対応 

 我が国全体の高齢化率が上昇する中にあって、振興山村は特に高齢化の進行が著しいが、活

力ある振興山村では高齢者が地域社会を支えている姿が見られることから、今後、ますますの

少子・高齢化が進行する中で、高齢者が重要な地場産業や地域社会の担い手として位置づけら

れていくものと考えられる。 

 これからの山村振興対策を考える上で、高齢社会対策は重要な柱の一つであり、高齢者にや

さしい生活環境の整備に努めるとともに、福祉、医療対策の一層の充実を図るなど高齢者が活

躍しやすい地域づくりを進めることが必要である。 

 

（５）都市山村交流、ＵＩＪターンの推進 

 山村にある豊かな地域資源を活用した特産物の生産販売の促進によって交流人口の増加を図

り、振興山村を活性化させるとともに、都市住民の多様なライフスタイルの実現等の要請に応

えていくため、農業体験や体験型観光などのサービスを創出することが課題となっている。 

 また、若年層や定年退職者の定住による地域活力の増進を図るため、ＵＩＪターンを積極的

に推進することも重要である。 

 地域間交流、ＵＩＪターンの推進に当たっては、国民の多様なライフスタイルの実現に対す

る要請に応えるとともに、住宅などの生活環境の整備や雇用の確保、情報発信等の定住促進対

策をこれまでにも増して積極的に展開していくことが求められている。 

 交流者やＵＩＪターン者については、単に人口の移動としてのみ捉えるのではなく地域を支

える新たな担い手として、これらの人々が都市部で培ってきたバイタリティや能力を地域の活

性化に活かしていくという視点が重要である。 

 

（６）森林、農用地の適切な管理 

 振興山村の大部分を占める森林、農用地は、国土・自然環境の保全、水源かん養等の観点か

ら重要である。しかし、近年の木材価格の低迷など林業を巡る環境が厳しさを増し、森林所有

者の森林管理意欲が低下していることから、民有林における間伐の実施など森林整備の遅れが

見られる。 

  農用地については、耕作放棄地の増加が大きな問題となっている。耕作放棄地は特に振興山

村に多く存在し、国土・環境の保全、及び健全な水循環系の維持などへも悪影響を及ぼしてい

る。 
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  さらに、地球の温暖化や、食糧、資源の制約の高まりの中、地球環境の保全を進め、いかに

循環型、自然共生型社会を形成するかが課題である。 

 このような状況から、居住者の減少や高齢化、それに伴う小規模集落の増加により、従来行

われてきた森林、農用地などの地域資源の管理が行われない地域が広がると懸念されることか

ら、日本型直接支払制度や農地中間管理機構等を活用し、農地の保全に努め、振興山村の持つ

多面的機能の維持を図る必要がある。 

 その一方で、農林業を活性化し、多様な担い手の育成に努めるとともに、広範な県民参加に

よる森林及び山間農用地の整備や治山治水事業を推進することが必要である。 

  さらに、地球規模での環境問題に貢献していくために、森林が有する「二酸化炭素を吸収し、

炭素を貯蔵する機能」や、森林資源を活用した木質バイオマス等の再生可能エネルギーの利活

用の促進などに着目しつつ森林を整備することが重要である。 

 

（７）担い手の確保 

 振興山村においては、依然として若者を中心とした人口の流出と高齢化が進行しており、農

林業及び地場産業の担い手や地域リーダーの育成、確保が課題である。 

 また、振興山村においては、女性が経済や地域活動の担い手として活躍しているが、女性が

様々な分野に参画し、能力や感性を活かせる体制づくりや意識づくりをさらに進める必要があ

る。 

 

（８）自立した地域社会づくり 

 これからの山村振興に当たっては、山村に住む住民の自主的な取組みを十分に尊重しながら、 

地域住民と関係機関が互いに協力して活動する「県民協働」を基本とし、振興山村の将来像を

描きつつ進めていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

* 岐阜情報スーパーハイウェイ：光ファイバーケーブルで県内全域を結んだ高度な通信情報ネットワーク。 
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第３ 振興の基本方針及び振興施策 

 

（１）「清流の国ぎふ」づくりの視点 

  本県は、県土の８１％が山林であり、この割合は全国第２位である。飛騨の匠の名は古くか

ら全国に知れ渡り、また岐阜県民の歌においても「 岐阜は木の国 山の国 伸びる希望を 歌お

うよ」とされるなど、 古
いにしえ

から今に至るまで山国であることを誇りにしてきた。 

  山村は、きれいな空気や豊かな水、恵まれた自然、あたたかい人情や匠の技、さらにそれぞ

れの山村固有の歴史・文化・伝統など豊かな個性を有している。山村は、これらの恵みを享受

し、ゆとりある居住環境や地域資源の良好な管理、地域特性を活かした産業、都市山村交流の

場、歴史文化の保持といった役割を果たしてきた。 

本県が誇る「清流」は、こういった山村によって今日まで守られてきており、県民全体が将

来にわたってこれらの恩恵を享受することができるよう森林等の保全を図り山村を守っていく

ことは、ふるさとへの愛着や誇りの醸成、地域特性を活かしたまちづくりや移住定住の支援、

新たな魅力の創出など、各地域がそれぞれの魅力を高めるために取組む「わがまち清流の国づ

くり」の原点と言える。 

 

（２）地方創生の原点 

本県は、人口減少・超高齢化という大きな課題に対し、平成２１年３月に「人口減少時代へ

の挑戦」と題した岐阜県長期構想を策定し、各種施策に取組んできた。平成２６年度には「ま

ち・ひと・しごと創生法」が制定され、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な

社会を創生する「地方創生」の取組みが全国で進められている。 

山村の果たしている機能、持っている価値は、そこに人の暮らしがあり、山と人との係わり

合いの中ではじめて成り立つものであることから、そこに住む人が美しい自然やその地の歴史、

伝統文化に誇りを持ち生き生きと暮らすことができることが大切である。人々のライフスタイ

ルも、これまでの都市の便利性、集中・効率性、経済的豊かさ重視の生き方から、物よりも心

の豊かさ、ゆとりを楽しむ、時間のすごし方を楽しむ、といった生き方に価値観が転換しつつ

ある。 

 このような中で、山村は、国土保全等の機能面からの評価だけでなく、愛着と誇りに満ちた

山村での暮らしそのものが人々に対し新たな価値をもたらすことになり、これまでの地道な山

村振興の取組みの結果として得られたこの新たな価値こそが、長期構想の推進、地方創生の原
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点であるとも言える。 

     

（３） 国土強靱化等の視点 

これまで述べてきた地勢的・社会基盤上の条件不利地域である山村が、今後も輝く地域であ

り続けるためには、まず、“安心”して住むことができなければならない。そのために、岐阜

県強靱化計画に基づき「災害に強い地域づくり」に取組む必要がある。また、安心して利用で

きる「交通網の確保」や適切な医療や介護サービスが受けられる「医療と福祉の供給体制の充

実」、安心して子どもを生み育てることのできる「子育て環境の充実」、互いに助け合うこと

のできる「地域コミュニティの維持・活性化」など、暮らしの安全・安心が確保された山村を

目指す。 

  次に、山村に“活力”がなければならない。このため、産業基盤整備、担い手の育成を進め

るとともに、「産業振興」とりわけ人と地球の健康を守る「農林水産業の振興」に配慮する。 

また、近年の著しい情報通信技術の進展は、山村の持つ地理的条件の不利性を克服し、日常生

活における安心した暮らしや産業振興の面における山村の制約の克服など多様な活用が期待さ

れるため、引き続き「情報流通の円滑化及び通信体系の充実」を図る。 

 

（４）県民協働による振興 

これからの山村振興に当たっては、これまで以上にそれぞれの山村地域の特性を活かした創

意工夫が求められる。そのためには、地域のことを一番よく知っている山村に住む住民が、自

ら郷土の歴史や伝統文化、美しい自然など、ふるさとに誇りを持つとともに、自分のふるさと

自慢を見つけ出し地域づくりに活かすなどの“自立”した地域づくりが期待される。このため、

ふるさと教育などの文教施策を進めるとともに自主的に行われる地域づくりを支援する。 

  また、山村振興は、都市住民を含めた県民全体に係わる重要な課題であることから、積極的

に都市をはじめとした他地域との交流、連携を進め相互に補い合うとともに、都市の持つ活力、

知恵などを活かすことが今後の山村振興にとっては重要である。このため、山村の持つ恵まれ

た自然や歴史、文化を活かし人々の多様な生活様式に対応した、「都市と山村との交流」につ

いて最大限配慮することとする。 

  なお、山村振興は、もとより行政のみで成し得るものではないので、県民、地域住民組織*、

ＮＰＯ、市町村、県等が、将来の姿を共有しながら一体となって協力し活動する、「県民との

協働」を基本とする。特に近年コミュニティの弱体化が懸念されているため、従来コミュニテ
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ィによって担われていた様々な活動を多様な主体が補完し合うことによって、地域づくりを進

めていくことが重要である。 

  また、今後の財政制約下における施策の実施に当たっては従来にも増して施策の選択と集中

を要する。このため、山村振興のための各種事業の実施に当たっては、庁内関係部局はもとよ

り国、市町村をはじめ関係機関と連携を密接に図りつつ、関係事業主体が地域の特性を活かし

総合的かつ有効適切に実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 地域住民組織 ：小学校区や中学校区程度の範囲における自治会、町内会を中心として、老人会、婦人会、PTA、青年 

         団等の特別な属性を持った地域組織、スポーツ同好会等の特別な目的を持った地域組織を加えた地域 

         社会集団の総称。 
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１ 交通施策に関する基本的事項  

 

 東海北陸自動車道、東海環状自動車道及び中部縦貫自動車道の県内整備が進んでいることや、

これまでの対策により、振興山村における利便性は向上してきているが、依然として地域格差

は存在していることから、今後も引き続き、振興山村における交通体系の整備を推進する。 

 道路については、高度医療サービス等の高次的な生活関連機能の確保や、都市と山村との交

流促進など他地域との広域的な連携に必要なインフラであるとともに、大規模災害時には早期

復旧の要としての役割も担うこととなる。そのため、地方の中心・中核都市とのアクセスの強

化を進めるとともに、通行不能地区の解消など、広域ネットワーク化を推進する。基幹的な市

町村道の代行整備については、国道、県道との連携を図りつつ総合的に勘案しながら推進する。

また、トンネルや橋梁については、自然環境の保全に配慮しつつ整備することが重要であり、

需要の強い末端の生活道については、一定の水準を確保する視点と、今後の集落の動向などを

踏まえ、計画的な整備に努める。 

   一方、運転のできない高齢者や高校生などにとって重要な移動手段である公共交通機関は、

少子化の進展や自家用車の普及に伴って、鉄道、バスともに利用者が年々減少し厳しい経営状

況が続いており、事業者の自助努力だけでは路線を維持していくことが困難な状況にある。特

に振興山村にあっては、交通不便地域の生活交通確保のため、路線バス撤退後の代替交通とし

て市町村がバスを運行する路線も増えており、市町村の財政負担が大きくなっている。 

このため、鉄道については、経営の厳しい地方鉄道事業者が行う安全対策事業や、鉄道事業

者が行うバリアフリー化のための施設整備に対して支援を行うとともに、バスについては、市

町村を跨る広域の路線バスと、市町村自主運行バスの運行費に対して支援を行い、公共交通の

確保維持を図る。 

さらに、公共交通の利便性を高め、必要な公共交通サービスの水準を確保するため、輸送需

要に応じたデマンド交通の導入やバス路線網の再編等を進める地域の公共交通に関する計画づ

くりを促進し、振興山村に適した地域公共交通網の形成、充実を目指す。 
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２ 情報通信施策に関する基本的事項 

情報通信技術（ＩＣＴ）は、地理的・時間的な制約を解消し得る手段であり、適切に利活

用することで、大きな付加価値を生み出すことが可能となる。振興山村においても、ＩＣＴ

は地域が抱えるさまざまな課題解決に有効な手段となるものであり、地域産業の活性化や住

みやすいまちづくり、地方公共団体の業務の効率化などへの利活用が期待される。 

ＩＣＴの利活用に向けては、情報通信基盤の整備とその利活用が不可欠となるが、振興山

村では都市部と比べて十分な整備が進んでいない地域もあることから、ＩＣＴの利活用にお

ける地域間格差の解消等に向けた環境整備を引き続き推進する。 

また、行政において自治体クラウド等の電子自治体の取組みの推進による業務効率化や経

費削減を進めるとともに、マイナンバー制度導入による行政サービスの質の向上や、オープ

ンデータとその活用の推進による地域の活性化など、ＩＣＴの利活用による取組みを促進す

る。 

 

 

３ 産業基盤施策に関する基本的事項 

 

 農林道の整備及び市町村が管理する基幹的な林道の代行整備については、振興山村の農林業

振興の基盤となるものであり、国、県、市町村道等との連携を図り、農地や森林の状況に配慮

しながら整備を進める。 

  また、農用地の有効利用を図り、生産性や持続性の高い農業を展開するため、地域の実態や

土地条件等に配慮しつつ農地、農業用水路、農道等の生産基盤の整備や既存施設の長寿命化を

進める。 

 さらに災害に強い振興山村づくりに向け、農業の有する多面的な機能も踏まえ、農地、農業

水利施設等の適切な保全管理を進めるとともに、ため池、農道橋等の耐震化を進める。 
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４ 経営近代化施策に関する基本的事項 

 

（１）農業振興 

  農業は、食料を安定的に供給するとともに、洪水防止などの県土の保全や水源の寛容、良

好な景観の形成などの多面的機能を有し、振興山村の基盤となる産業である。 

  振興山村では、冷涼な気候を活かして夏秋野菜や花きなどの農畜産物が生産されているこ

とから、安全・安心な主要農畜産物の生産拡大と品質向上を推進するとともに、海外への輸

出や６次産業化へも取組み、売れる農畜産物づくりを推進する。また、新規就農者や集落営

農組織など、地域農業を支える重要な担い手の育成・確保を図る。さらに、農地、農業用水

路、農道等の生産基盤の整備、鳥獣害対策や耕作放棄地対策の推進などにより、住みよい山

村づくりを総合的に取組む。 

 

（２）林業振興 

  振興山村の重要な就業の場である林業は、収益性の低下により非常に厳しい状況下にある。 

  しかしながら、公益的機能の発揮に不可欠な森林を整備すること、及び再生可能でかつ環 

 境への負荷が少ない資源である木材の利用を促進することは、環境問題を考えた上で非常に 

 重要であることから、林業振興の積極的な展開を図る。 

  また、「山を守る林業」の振興策として県産材の公共施設や木造住宅への積極的な利用拡 

大を図りつつ健全な森林整備を促し「活力ある山村地域の循環システムづくり」を総合的に 

推進する。 

 

（３）水産業振興 

  振興山村においては、にじます、あゆなどの渓流魚が地域資源として存在することから、 

これら水産資源の生息に適した河川環境の保全整備や良好な水辺環境の保全、整備を図り 

つつ、付加価値の高い内水面漁業の育成・強化を進める。 
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５ 地域資源の活用に係る施策に関する基本的事項 

 

  豊かな自然環境に恵まれ、やすらぎと静穏な環境下にある振興山村は、「田舎暮らし」に

代表される人々の多様なライフスタイルの実現という要請に応え得る地域であるとともに、

清浄な水や、静寂な環境、取得しやすい土地の提供などを通じて、新たな産業の可能性を有

している。 

    こうした多様な地域資源を十分に活用した複合的な産業活動の育成のため、地域特産物の

付加価値を高め、差別化を進めるとともに、的確なニーズの把握、迅速な商品開発といった

活動にも努める。 

  また、厳しい環境下にある地場産業の振興を図るために、女性や高齢者の知識や経験を十

分活かし、新製品の開発や販売など各種プロセスにおいて取り入れることができるような体

制づくりに努める。 

    その他、地域資源の有効利用を図り、地域振興につなげるため、農業水利施設を活用した

小水力発電施設を整備し、森林資源に代表される豊富な木質バイオマスの利用施設及び加工

流通施設の整備等を支援するなど、「エネルギーの地産地消」などを推進し、再生可能エネ

ルギー産業の創出を目指す。 
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６ 文教施策に関する基本的事項 

 

（１）教育、学習環境の充実 

    振興山村においては、小・中学校の統廃合が進んできた地域や、小規模校のまま存続させ

ることが必要であると考えた地域がある一方で、学校規模の適正化の必要性は認識しつつも、

現段階では具体的な検討に至っていない地域もある。そういった地域の実情を踏まえながら、

児童生徒が豊かな自然環境や歴史、伝統文化、地場産業等を探究したり、地域の様々な活動

に参加したりする「ふるさと教育」の充実に努め、振興山村の地域性を活かし、ふるさとへ

の誇りと愛着を育む教育を推進する。 

また、振興山村は、豊かな自然等を活かした自然体験学習の場を積極的に提供することが

できるため、各種の自然や農林漁業体験のための交流・宿泊施設の整備に加え、指導者やイ

ンストラクターの設置等、振興山村のソフト・ハード両面にわたる総合的な受け入れ体制の

整備を推進する。 

  さらに、快適な教育・学習環境を整備・充実させるため、老朽化した小・中学校の改築等

に当たっては、木材等の地域資源を有効に活用し、地域にふさわしい施設となるよう配慮す

るとともに、小・中学校の施設整備に対する財政支援や、統合により遠距離通学を余儀なく

される児童生徒のための通学対策支援について、国に対し、要望を行っていく。 

  また、小規模校の特性を活かしたきめ細かな指導を充実させ、どの児童生徒にも「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」が調和的に育つよう、国に対し、教職員定数の確保につ

いて継続的に要望しながら、教職員の加配等の支援を行っていく。 

  さらには、振興山村においても、グローバル化や高度情報化社会の進展に対応するため、

ＩＣＴやソーシャルメディアを含めた多様なメディアを活用して協働学習や課題追究型の学

習を行う中で、必要とする情報や信頼できる情報を取捨選択する能力を育成するとともに、

都市部や海外との交流授業を進めることについても検討する。 

 

（２）文化の振興 

    振興山村においては、狂言、能、及び地歌舞伎等の芸能や工芸技術をはじめとする伝統文 

化が数多く伝承されていることから、今後もこれら伝統文化を保存、活用し、地域の活性化 

につなげるとともに、次世代へ伝えることに努める。 

    また、先人である地域の高齢者の知見や技能、技術を活用しつつ、地域住民が一体となっ 
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た保存活動や児童生徒の伝承教室開催等側面的な促進、ＵＩＪターン者の積極的な参入促進

支援に努める。 
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７ 社会、生活環境施策に関する基本的事項 

 

（１）簡易水道、生活排水処理施設の整備                                            

  安全できれいな水、おいしい水への希求が高まる中にあって、振興山村の暮らしも大きく 

変化してきており、特に生活雑排水などの処理は、住民の生活環境の整備はもとより、水源 

地域における水質の保全という面からも不可欠である。 

  簡易水道の整備については、振興山村の住民が安全で衛生的な水道水の供給を受けられる 

ようにするため、水道の未普及地域の解消に努める。 

  また、生活排水処理施設については、急峻な地形や施設の受益範囲、単位が小規模である 

などコスト増の要因を踏まえ、効率的な整備となるよう、公共下水道、集落排水処理施設、 

浄化槽などそれぞれの特性を活かし計画的な整備を促進する。 

 

（２）医療、救急体制の充実 

    振興山村の医療水準は、これまでの関係機関の努力により改善されてきたが、依然、都市 

部と比べ格差が存在することから、住民が適正な医療を受けられる機会を確保するため、山 

村の医療体制を整備していくことが不可欠である。 

  このため、基礎的、基本的医療の確保を目指したへき地医療機関等の整備を図るとともに 

医療、保健分野における都市部等との地域連携を深め、健康増進から疾病の予防、治療、リ 

ハビリテーションに至る包括的な医療の供給体制の充実に努める。 

医療人材の確保については、「岐阜県医学生修学資金貸付制度」や「岐阜県医師育成・確

保コンソーシアム」などによる医師確保策に加え、ナースセンターによる再就業支援や新人

看護職員研修などの取組みにより、看護職員等を育成・確保する。救急救命士の確保につい

ても、養成研修や追加講習等により人材育成と資質向上を図り、救急業務の高度化に努める。 

また、医療機関と消防機関との連携を強化し、通報から医療機関までの迅速な搬送、初期 

救急医療体制から救命救急センターへの搬送、救急車内での救急救命士による初期処置、  

さらに、医療機関と消防機関、防災機関（防災航空センター）の連携を強化し、緊急時には

ドクターヘリや県防災ヘリコプターなどによる搬送により救命率の向上を図る。 

 

（３）子育て環境の充実、健康づくり 

  他地域と比べて少子高齢化が深刻である振興山村においては、次代を担う子供の減少に歯
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止めをかけるため、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを行うことが喫緊

の課題である。 

  このため、妊婦期を含めた子供の成長段階に応じた相談体制の充実に努める。さらに、未

就学児の保育ニーズに応えるため、子どもの減少に伴う保育所の統廃合等については地域の

ニーズを踏まえて慎重に進めていく。また、他地域と同様、病児・病後児保育、一時保育な

どの充実や保護者が昼間留守となる家庭のニーズに応えるための放課後児童クラブ等放課後

の子どもの居場所づくりの充実も図っていく。 

  また、全ての世代の住民が主体的で積極的な健康づくりが行えるよう、地域の関係機関や

自治会、老人会など各種団体と連携を図りながら健康づくり対策を展開していく。 

 

（４）災害対策の充実 

  振興山村は、広大な森林を有する一方、居住地域が谷間に散在するなど、他地域と比べて 

土砂災害や山火事等の災害発生時の迅速な対応が難しい面を有する。 

  このため、地すべりや山地崩壊、土石流、雪崩などの自然災害を未然に防止するため、地

すべり防止施策、治山施策、砂防ダム等の整備を引き続き計画的に実施するとともに、災害

が発生し、又は発生する恐れのある場合に、住民等が速やかに安全な場所に避難できるよう、

指定緊急避難場所及び指定避難所となる施設等について、施設・設備の整備等を促進する。

あわせて、住民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成・支援、避難誘導等のソフト施策の

強化に努める。 

  また、春先の乾燥時期や行楽シーズンなど森林への入り込み者が多い時期における災害発

生時に対する体制を整備するとともに、災害に即した消防車両の配備を進めるなど、機動力

の確保に努めるほか、山火事の延焼を防ぐ防火線の整備のため、森林管理用の林道について

もより一層整備に努める。 

  さらに、災害時の集落の交通、通信途絶を回避するため、迂回路等複数の交通ルート、多 

重系の情報通信基盤の確保を図るとともに、集落の孤立に備えて防災備蓄等災害時の十分な 

備えを進める。 
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８ 高齢者福祉施策に関する基本的事項 

 

    高齢化が著しい山村社会においては、高齢者が地域社会や行政による支え合いによって生 

涯安心して暮らせる地域づくりを進めることが不可欠である。このため、振興山村の特性に 

配慮しながら、医療、看護、介護、福祉、健康づくり、介護予防、住まい、生活支援が包括

的に確保される体制「地域包括ケアシステム」の構築を目指す「岐阜県高齢者安心計画」な

どにおける具体施策の推進を図る。 

   

 

９ 集落整備施策に関する基本的事項 

 

  振興山村においては、高齢化の進展により、相互扶助等を行う伝統的な集落の機能が低下傾

向にあるため、集落の再編整備やより広い範囲での集落機能の再構築などを図るとともに、集

落機能の健全な維持が危惧されるような場合においては、行政による各種機能補完の充実も進

める。 

 このため、地域の実情や特性を勘案しつつ、集落環境の整備、拠点となる公共施設の整備な

どを進めるとともに、地域おこし協力隊や集落支援員を活用した活性化事業など各種ソフト事

業の充実を図る。 

また、都市等地域外の住民との交流を積極的に推進し、二地域居住や交流居住、さらには若

者をはじめとする新たな住民の移住・定住を促進し、開かれた地域社会を形成する。 

なお、公共施設等の整備にあたっては、近隣市町村等との連携のもと、広域的観点からその

計画的整備を検討していく。また、県内５圏域の自立的発展を目指す観点から、広域行政を一

層推進し、集落再編整備を進める必要がある。  

 

 

10 国土保全施策に関する基本的事項 

 

 山村が担う国土の保全、清浄な水や空気の供給、保全機能、自然環境の保全等の公益的機能

が十分発揮されるために、適切な地域計画との調整を図りながら、農業農村整備事業や治山治

水事業等を着実に実施するとともに、農林業の振興による森林、農用地の適切な管理に努める。 
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  間伐などの手入れが不足した放置森林では、集中豪雨などによる災害が懸念されることから

「災害に強い森林づくり」を目指し、計画的な間伐を実施する。 

 今後、世帯数が少ない集落や、高齢者世帯の増加とそれに伴う集落の荒廃が予想されること

から、そのような情勢に対応して、公益的機能を維持確保するため、小規模集落の周辺の森林、

農用地の維持管理のあり方を検討するとともに、そのような地区における新たな土地利用のあ

り方について、行政、住民が合意形成に向けた話し合いを十分行うこととする。 

 

 

11 交流施策に関する基本的事項 

 

 振興山村で生活する人と都市住民との交流に配慮した地域づくりを進めるため、生活環境、

交流環境を整備する。 

  一方、山村には豊かな自然環境や伝統文化があることから、これらの資源を活かし、自然体

験、生活文化体験、農業体験といった体験型の観光メニューを充実させることにより、付加価

値の高い滞在型観光地づくりを進める。あわせて、中京圏はもとより首都圏、関西圏といった

大都市圏や、海外における観光展などにおいて、山村の有する観光資源を積極的にＰＲするこ

とにより、国内外からの誘客拡大につなげていく。 

 振興山村への移住定住対策については、人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるた

めに「地域の原動力となり地域の将来を支える人を呼び込む」という視点から、移住定住又は

二地域居住を希望する方々に対して様々な形で情報提供や相談を行う。 

 

 

12 森林、農用地等の保全施策に関する基本的事項 

 

  森林については、森林の有する国土の保全、水源のかん養などの公益的機能を十分発揮させ、

計画的な間伐や治山対策を進めるとともに、自主防災組織やＮＰＯなどと協働して、地域住民

と下流の都市住民との上下流連携による森林づくりを推進する。 

 森林づくりの推進主体として、市町村を単位とした地域森林管理体制の整備を促し、地域の

実情に即した健全な森林づくりに取組むほか、将来の森林づくりを担う新規就業者を早期に養

成するため、現場での実践的研修を実施する「きこり養成塾」などの取組みを各地域に定着さ
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せる。 

  農用地については、食料の生産の場のみならず、雨水の保水、貯水などの多面的な機能を有

している。特に、振興山村の農用地が持つ多面的機能は、下流域である都市部に与える影響が

非常に大きいが、平坦部に比べて急勾配で面積が狭隘で、かつ広大な法面があるなど作業効率

が低く、野生鳥獣による農作物への被害など深刻な問題を抱えていることから、住民組織や市

町村等が連携し、日本型直接支払制度の活用や集落営農の組織化など、地域ぐるみで農用地を

守る活動を推進する。 

 

 

13 担い手施策に関する基本的事項 

 

  農林業の担い手を確保するためには、地域の実情に即して法人化など多様な経営形態の展

開を推進するとともに、地域の森林整備の中心的担い手としての森林組合の育成、強化に努

める。 

  また、新たに農林業へ就業しやすい体制を整備するため、多様なニーズに即した研修の実

施や給付金等による経営支援など、支援体制の強化を図る。 

 

 

14 鳥獣被害防止施策に関する基本的事項 

 

 野生鳥獣は、元来山野に生息し、人間と共生し、振興山村に大きな利益をもたらしてきたが、

振興山村の過疎化、高齢化の進行に伴う人間活動の低下、餌場や隠れ家となる耕作放棄地の増

加、林業活動の停滞や温暖化に伴う環境の変化により、野生鳥獣の生息域が拡大傾向にあるな

ど、生息形態が大きく変化してきている。 

 このような状況の中、野生鳥獣は農林水産物に被害を及ぼし、自然生態系へ悪影響を与え、

山村地域の環境を悪化させているなど、住民の農林水産業の生産活動、日常活動に支障を与え

ている。 

  特に、本県では農林水産業に被害を及ぼすイノシシ、ニホンジカ、サル、カワウさらに人的

被害も及ぼすクマの被害が深刻であることから、過去の被害状況、鳥獣の生息状況など十分な

調査を行い、侵入防止柵の設置による被害の防除、農用地・森林等の適正管理、計画に基づく
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個体数管理、有害鳥獣捕獲等を組み合わせ、地域ぐるみの総合的対策を講ずる。 

 

 

15 その他施策   

 

 森林や農用地が農林業の生産活動の場として適切に管理されることにより、美しい景観・豊 

かな里山空間が維持、形成されるという観点から、居住地域と生産地域を一体的に捉え、住民、 

集落、行政が連携して統一された理念、目標の下に周囲の景観と調和のとれた計画的な土地利 

用、住宅等の配置、施設、建築物のデザイン等を実現していく。 

 なお、地域産業の振興や地域住民の福祉の向上のため、開発等が必要な場合にあっても、山 

村景観の保全に十分留意するとともに、環境への影響を最小限化するよう努める。 
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第４ 他の地域振興等に関する計画、施策等との関連 

 

  本県では、山村振興基本方針のほかに、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１

５号）による過疎地域自立促進方針・過疎地域自立促進計画、豪雪地帯対策特別措置法（昭和

３７年法律第７３号）による豪雪地帯対策基本計画及び辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）による辺地総合整備計画な

ど、各種計画が策定されているため、山村振興計画の実施に当たってはこれらとの整合性を図

りつつ、より効果的となるよう推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


